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ASTM規格環境サイトアセスメントの資格取得のおしらせ

ASTM規格とは

　ASTM規格とは、American Society For Testing and Materials.
（米国材料試験協会）の規格であり、環境サイトアセスメントに
ついても規格として定められています。
　このASTM規格に基づいて、環境サイトアセスメントを行う場合
には、ASTMが認定する技術トレーニングコースを修了しなければ
なりません。
　環境サイトアセスメントに係わる規格は、以下に定められてい
ます。

ASTM規格とは

取引審査環境アセスメント実施手順（ASTM実務規格E1528）
フェイズⅠ環境アセスメント実施手順（ASTM実務規格E1527）
フェイズⅡ環境アセスメント実施手順（ASTM実務規格E1903）

　この度、弊社技術者は、ASTM規格の環境サイトアセスメント講習を修了いたしま
した。

　お客様に、より確実な環境評価サービスを提供できるように、今後も弊社は
努力して参ります。

ASTM規格と日本における主な調査の違い

　ある土地の上にある、
あらゆる有害物質および
石油製品の存在あるいは
存在可能性であり、構造
物、地中、地下、地表水
が過去、現在を含めて放
出の脅威を示す状況をい
う。

資料等調査

概況調査

詳細調査

　実際に土壌・地下水を採取し
て汚染の有無を把握する。

　汚染物質の処理を前提とし、
汚染の範囲を詳細に把握する。

　既存資料、ヒアリング等か
ら汚染の可能性を推定する。

＜一般的な土壌・地下水
　　　　　　　　汚染調査の流れ＞

＜ASTM規格の流れ＞

取引審査
　取引審査質問票と立入調査
による認定環境状態の特定を
する。

報告書の有効期限：180日間

　既存資料、ヒアリング等か
ら認定環境状態を特定する。

フェイズⅠ

　認定環境状態にある場所に
対して土壌・地下水を採取し
て汚染を把握する。

フェイズⅡ

　フェイズⅠ・ⅡはASTM規格の環
境サイトアセスメント講習修了者
が行う。

［誰でもできる］

・対象となるものは、特定有害物質。
・土壌汚染対策法が適用される場合
は多少異なります。

＜認定環境状態とは＞
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